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都立高等学校の入学料の減免制度について 

都立高等学校では、生活保護受給世帯または生活保護受給世帯と同程度の所得のため入学料の納付が

経済的に困難な家庭について、入学料（全日制 5,650 円）を減額又は免除する制度があります。入学料

の減免を希望する方は、下記により申請してください。（申請書類等は、合格手続時に受付窓口で申し出てください。） 

東日本大震災、熊本地震等に被災された方の減免制度は提出書類が異なります。別紙「東日本大震災

等において被災した令和８年度入学生等に係る入学料の免除について（お知らせ）」を参照ください。 

本減免制度の対象は入学料（5,650 円）のみとなります。授業料無償化に関する制度（就学支援金等）に

ついては別途の御案内となります。（入学料減免が決定した場合でも、授業料無償化に関する制度の申請

が別途必要です。）また、授業料以外（積立金等）には減免制度はありません。  

記 

１ 入学料減免対象者（下記のいずれかに該当する方が対象です。） 

減 免 対 象 者 免除金額 備  考 

① 生活保護受給世帯 全額免除  

② 生活保護受給世帯と 
同程度の世帯 

全額免除 
生活保護認定額と世帯の収入額を比較して

決定します。 ③ 生活保護受給世帯に 
準ずる世帯 

1/2 減額 

２ 申請方法及び受付期間 

(1) 申請方法 

減免を申請する方は、入学予定の学校の経営企画室に、未使用の入学料の納入通知書兼領収証書

（合格発表時に学校が配付したもの）と必要書類（次ページ参照）を受付期間内に提出してください。 

(2) 書類配布開始日及び受付締切日 

書類配布開始日 受付締切日 受付時間 

令和８年３月２日（月）から  令和８年３月９日（月）まで  
各日 ９時００分から 

 １６時００分まで 

受付期間経過後は、入学料減免申請を受け付けません。 

また、申請書類配布及び申請受付について、土日祝日は対応していません。ご注意ください。 

(4) 留意事項 

ア 減免申請をする場合は、入学料を納付しないでください。 ただし、既に納付済みの場合にも減免申

請は可能です。審査の結果、減額又は免除の決定を受けた場合には、入学料を還付します。 

イ 審査の結果は、文書で通知します。 

なお、審査の結果、減額又は減免不可の決定を受けた方には、改めて納付期限を設定した納付書を

お渡ししますので、期限までに納付してください。入学料の納付がない場合は、入学許可予定を取り消

すことがあります。ご注意ください。 



３ 申請に必要な提出物 

減免申請をする方は、未使用の入学料の納入通知書兼領収証書（合格発表時に学校が配付したもの）と下記書類を

提出してください。 

提出書類に不足のないようご注意ください。 
 

対 象 世 帯 提 出 書 類 

①生活保護受給世帯 
・入学料減免申請書（申請者が記入・作成） 
・生活保護受給証明書（合格発表日以降に福祉事務所発行のもの） 

②生活保護受給世帯以外の世帯 

・入学料減免申請書（申請者が記入・作成） 
・世帯状況届（申請者が記入・作成） 
・住民票記載事項証明書（区市町村発行のもの） 
・収入に関する証明書（別表１を参照） 
・世帯に関する証明書（別表２を参照） 

 
 【別表１】 収入に関する証明（該当するいづれかを必ず提出） 

収入の状況 提 出 書 類 

 給与収入のある方  令和 ７ 年分の源泉徴収票の写し 

 給与収入のある方で今年就職した方  給与証明書（東京都の様式。雇用先発行のもの） 

 事業収入のある方  令和 ７ 年分の確定申告書の控の写し 

 年金収入のある方  年金改定通知又は振込通知書等最新の受給額を確認できる書類の写し 

 児童扶養手当・特別児童扶養手当 

 の受給者 
 児童扶養手当・特別児童扶養手当証書の写し 

 失業等給付・訓練手当の受給者  雇用保険受給資格者証・訓練手当の金額が確認できる書類の写し 

 収入のない方 

 （税法上の被扶養者は提出不要） 

 最新の非課税（所得）証明書、前職の離職票の写し等、現在収入のないこ

とを証明する書類 

 ※ 非課税（所得）証明書は、発行申請時に「総収入額を記載」で申請し、発行されたものを提出ください。 
 

 【別表２】 世帯に関する証明(該当する場合に提出) 

世帯の状況 提 出 書 類 備  考 （説 明） 

母子世帯 

住民票記載事項証明書、児童扶養

手当、遺族年金・母子年金等の受

給証明等、母子世帯であることが確

認できるもの 

母子世帯、又は父子世帯（父母の一方又は両方

が欠けている世帯）で１８歳以下の児童及び２０歳

未満の障害児を養育するもの 

障害者のいる世帯 
身体障害者手帳、国民年金証書の

写 

障害者等級表の１～３級の障害者又は国民年金

法施行令別表１・２級のいずれかのもの（愛の手

帳１～３度、保健福祉手帳１～２級含む。） 

在宅患者のいる世帯 
結核又は栄養の補給が必要とする

ことが記載された医師の証明書又

は診断書の写し 

結核患者またはそれ以外の患者で３ヶ月以上の

治療を必要し、かつ栄養の補給を必要とするもの 

放射線障害者のいる世帯 
厚生労働大臣の認定証の写し、被

爆者手帳の写し等 

原子爆弾被爆者及び放射線を多量に浴びたこと

に起因する負傷、疾病の患者 

医療費の支出がある世帯 
医療機関発行の証明書、領収書の

写し 

おおむね、３ヶ月以上継続して支出した医療費の

金額（自己負担支出額） 

高等学校等就学者のいる世帯 
在学証明書（都立学校在学者は原

則不要） 

高等学校、特別支援学校高等部及び高等専門

学校に在学するもの 

 


